
※４ 相談の流れ   

①消費生活相談員等による面談（３０分） 

②弁護士による法律相談（３０分） 

③消費生活相談員等による事後相談等（３０分） 

 

 

○大河原・北部・東部・気仙沼の圏域毎に 

年２回実施します【要予約】○ 
 
                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●相談会日程及び申込み先：相談会は事前予約制です。希望する会場の担当窓口にお申し込

みください。定員になり次第受け付けを終了します。 

予約受付時間 開催日１週間前から前日(平日のみ)午前９時～午後4時  

 ※開催場所により受付期間が前後する場合があります。 

開催日 会場 窓口及び予約連絡先（問い合わせ） 

７月２９日（水） 

 

県登米合同庁舎 

 

東部地方振興事務所登米地域事務所 県民サービスセンター 

℡（０２２０）２２－６１１１（内線２９２） 

７月３０日（木） 

 

県石巻合同庁舎 

 

東部地方振興事務所 県民サービスセンター 

℡（０２２５）９５－１４１１（内線２４０） 

１０月３０日（金） 

 

県大河原合同庁舎 

 

大河原地方振興事務所 県民サービスセンター 

℡（０２２４）５２－５７００ 

１０月３０日（金） 

 
県大崎合同庁舎 

北部地方振興事務所 県民サービスセンター 

℡（０２２９）２２－５７００ 

１１月１１日(水) 

 

県気仙沼合同庁舎 

 

気仙沼地方振興事務所 県民サービスセンター 

℡（０２２６）２２－７０００ 

平成22年２月３日（水） 

 

県気仙沼合同庁舎 

 

気仙沼地方振興事務所 県民サービスセンター 

℡（０２２６）２２－７０００ 

平成22年２月２４日(水) 

 

県栗原合同庁舎 

 

北部地方振興事務所栗原地域事務所 県民サービスセンター 

℡（０２２８）２３－５７００ 

平成22年３月５日（金） 

 

県大河原合同庁舎 

 

大河原地方振興事務所 県民サービスセンター 

℡（０２２４）５２－５７００ 

●相談会の内容  

宮城県の出先機関である各地方振興事務所（地域事務所）では、引き続き大きな社会問題となっている多重債務

問題へ対応するため「多重債務巡回無料相談会」を開催することとしています。 

■ 数社からの借入があり、今後の返済をどうしようか？ 
■ 収入の予定が狂ってしまって、返済ができない… 
■ 返済のために、また新たな借入をしなければならない…？ 

このようなお悩みを抱えている方は、一人で悩まずに、まずはご相談ください。借金の問題は必ず解決できます！！ 

相談は無料、秘密は厳守します。弁護士・消費生活相談員などが相談に応じます。 

 

●主 催  宮城県各地方振興事務所（地域事務所を含む） 

※１ 定員は各会場毎に概ね８名程度を予定してい 

ます。  

※２ 相談会の開催時間帯は概ね午前１０時３０分～

午後３時３０分ですが，会場毎に異なりますので予

約時にご確認ください。 

※３ 相談時間は１人あたり原則１時間３０分とし 

ています。          



 


